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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
番
号

指　

定　

位　

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

日
第
三
〇
―

一
号

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
字
田
中

一
〇
四
番
一
及
び
一
〇
四
番
五

平
三
〇
・　

九
・　

七

メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

七
二
・
七
三

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
庁
用
自
動
車
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
七
条
中
「
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
の
区
分
に
応
じ
、
」
に
、
「
掲
げ
る
日
常
点
検
表
」
を
「
定

め
る
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
点
検
箇
所
に
つ
き
当
該
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
検
内
容
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
日
常
点
検
表
（
自
家
用
貨
物
自
動
車
等
）
（
第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
）
」
を
「
別
表
第
一
」
に

改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
日
常
点
検
表
（
自
家
用
乗
用
自
動
車
等
）
（
第
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
）
」
を

「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
受
け
い
れ
た
」
を
「
受
け
入
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
年
度
ご
と
」
を

「
前
年
度
分
」
に
改
め
、
「
電
子
計
算
組
織
に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
」
及
び
「
前
年
度
分
を
」
を
削
る
。

　

附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
二
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

点
検
箇
所

点
検
内
容

一　

ブ
レ
ー
キ

一　

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
の
踏
み
代
が
適
当
で
、
ブ
レ
ー
キ
の
効
き
が
十

　

分
で
あ
る
こ
と
。

二　

ブ
レ
ー
キ
の
液
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

三　

空
気
圧
力
の
上
が
り
具
合
が
不
良
で
な
い
こ
と
。

四　

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
を
踏
み
込
ん
で
放
し
た
場
合
に
ブ
レ
ー
キ
・
バ

　

ル
ブ
か
ら
の
排
気
音
が
正
常
で
あ
る
こ
と
。

五　

駐
車
ブ
レ
ー
キ
・
レ
バ
ー
の
引
き
代
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

二　

タ
イ
ヤ

一　

タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

二　

亀
裂
及
び
損
傷
が
な
い
こ
と
。

三　

異
状
な
摩
耗
が
な
い
こ
と
。

四　

溝
の
深
さ
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。
※

三　

バ
ッ
テ
リ

液
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。
※

四　

原
動
機

一　

冷
却
水
の
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。
※

二　

フ
ァ
ン
・
ベ
ル
ト
の
張
り
具
合
が
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
フ
ァ
ン
・

　

ベ
ル
ト
に
損
傷
が
な
い
こ
と
。
※

三　

エ
ン
ジ
ン
・
オ
イ
ル
の
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。
※

四　

原
動
機
の
か
か
り
具
合
が
不
良
で
な
く
、
か
つ
、
異
音
が
な
い
こ

　
　

と
。
※

五　

低
速
及
び
加
速
の
状
態
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。
※
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五　

灯
火
装
置
及
び
方
向

　

指
示
器

点
灯
又
は
点
滅
具
合
が
不
良
で
な
く
、
か
つ
、
汚
れ
及
び
損
傷
が
な
い
こ

と 

。

六　

ウ
イ
ン
ド
・
ウ
ォ
ッ

　

シ
ャ
及
び
ワ
イ
パ
ー

一　

ウ
イ
ン
ド
・
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
の
液
量
が
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
噴
射
状

　

態
が
不
良
で
な
い
こ
と
。
※

二　

ワ
イ
パ
ー
の
払
拭
状
態
が
不
良
で
な
い
こ
と
。
※

七　

エ
ア
・
タ
ン
ク

エ
ア
・
タ
ン
ク
に
凝
水
が
な
い
こ
と
。

八　

運
行
に
お
い
て
異
状

　

が
認
め
ら
れ
た
箇
所

当
該
箇
所
に
異
状
が
な
い
こ
と
。

　

（
注
）  　

点
検
は
、
一
日
一
回
、
当
該
庁
用
自
動
車
等
の
運
行
の
開
始
前
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
※
印
の
点
検
は
、
当
該
庁
用
自
動
車
等
の
走
行
距
離
、
運
行
時
の
状
態
等
か
ら

判
断
し
た
適
切
な
時
期
に
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

別
表
第
二
（
第
七
条
関
係
）

点
検
箇
所

点
検
内
容

一　

ブ
レ
ー
キ

一　

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル
の
踏
み
代
が
適
当
で
、
ブ
レ
ー
キ
の
効
き
が
十

　

分
で
あ
る
こ
と
。

二　

ブ
レ
ー
キ
の
液
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

三　

駐
車
ブ
レ
ー
キ
・
レ
バ
ー
の
引
き
代
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

二　

タ
イ
ヤ

一　

タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

二　

亀
裂
及
び
損
傷
が
な
い
こ
と
。

三　

異
状
な
摩
耗
が
な
い
こ
と
。

四　

溝
の
深
さ
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

三　

バ
ッ
テ
リ

液
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

四　

原
動
機

一　

冷
却
水
の
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

二　

エ
ン
ジ
ン
・
オ
イ
ル
の
量
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

三　

原
動
機
の
か
か
り
具
合
が
不
良
で
な
く
、
か
つ
、
異
音
が
な
い
こ

　

と
。

四　

低
速
及
び
加
速
の
状
態
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

五　

灯
火
装
置
及
び
方
向

　

指
示
器

点
灯
又
は
点
滅
具
合
が
不
良
で
な
く
、
か
つ
、
汚
れ
及
び
損
傷
が
な
い
こ

と
。

六　

ウ
イ
ン
ド
・
ウ
ォ
ッ

　

シ
ャ
及
び
ワ
イ
パ
ー

一　

ウ
イ
ン
ド
・
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
の
液
量
が
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
噴
射
状

　

態
が
不
良
で
な
い
こ
と
。

二　

ワ
イ
パ
ー
の
払
拭
状
態
が
不
良
で
な
い
こ
と
。

七　

運
行
に
お
い
て
異
状

　

が
認
め
ら
れ
た
箇
所

当
該
箇
所
に
異
状
が
な
い
こ
と
。

　

（
注
）　

点
検
は
、
当
該
庁
用
自
動
車
等
の
走
行
距
離
、
運
行
時
の
状
態
等
か
ら
判
断
し
た
適
切
な
時
期

　
　
　
　

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式　

削
除

　

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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三
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県
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（
訓
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甲
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第
６
号
様
式

（
第

１
１

条
の

２
関

係
）

月F

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ほ
か

　
　

　
　

　
人

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ほ
か

　
　

　
　

　
人

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ほ
か

　
　

　
　

　
人

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ほ
か

　
　

　
　

　
人

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ほ
か

　
　

　
　

　
人

Ｅ

（
外

観
上

の
損

傷
）

有
　

　
・
　

　
無

（
点

　
検

　
日

）
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
点

検
者

（
職

・
氏

名
）
）

・

注
１

　
運

転
者

は
、

外
観

上
の

損
傷

が
生

じ
た

場
合

は
直

ち
に

車
庫

長
に

報
告

す
る

こ
と

。
車

庫
長

は
、

定
期

的
に

外
観

上
の

損
傷

の
有

無
を

点
検

し
、

そ
の

結
果

を
集

中
管

理
共

用
車

使
用

簿
に

記
録

す
る

こ
と

。

注
２

　
こ

の
集

中
管

理
共

用
車

使
用

簿
は

、
毎

月
管

理
者

・
安

全
運

転
管

理
者

の
供

覧
に

付
す

こ
と

。

ℓ　

登
録
番
号

集
　

中
　

管
　

理
　

共
　

用
　

車
　

使
　

用
　

簿

使
　

　
用

　
　

日
　

　
時

使
　

　
用

　
　

所
　

　
属

行
　

　
　

　
　

　
先

用
　

　
　

　
　

務
外

  観
  上

  の
  損

  傷
  の

  有
  無

累
計

メ
ー

タ
ー

燃
　

　
料

　
　

等

日
㎞

　

ガ
ソ

リ
ン

燃
 料

 残
 量

（
軽

油
）

使
　

　
　

　
用

　
　

　
　

者
（
　

市
　

町
　

村
　

名
　

）
走

行
距

離
給

　
　

油
　

　
量

オ
イ

ル

　
　
　
　
　
　
↓

日
㎞

　

券
N

o
.

時

有
　

　
　

・
　

　
　

無

　
　
　
　
　
　
↓

分

ℓ　

時
分

券
N

o
.

ℓ
　

時
分

㎞
　

券
N

o
.

有
　

　
　

・
　

　
　

無

分
㎞

　
券

N
o
.

ℓ
　

時

券
N

o
.

ℓ
　

時
分

㎞
　

時
分

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

日
㎞

　
券

N
o
.

ℓ
　

時時
分

㎞
　

券
N

o
.

　
　
　
　
　
　
↓

ℓ　

時

日分 日

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

車
庫

長
点

検
記

入
欄

有
　

　
　

・
　

　
　

無

　
　
　
　
　
　
↓有

　
　

　
・
　

　
　

無

　
　
　
　
　
　
↓有

　
　

　
・
　

　
　

無

時
分 分



平
成
三
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九
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二
十
五
日

四

大
分
県
報
（
訓
令
甲
）

第
７
号
様
式

（
第

１
４

条
関

係
）

月F

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

ＥF

使
用

時
間

帯
に

お
い

て
生

じ
た

損
傷

～

Ｅ

（
外

観
上

の
損

傷
）

有
　

　
・
　

　
無

（
点

　
検

　
日

）
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
点

検
者

（
職

・
氏

名
）
）

・

注
１

　
運

転
者

は
、

外
観

上
の

損
傷

が
生

じ
た

場
合

は
直

ち
に

管
理

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
管

理
者

は
、

定
期

的
に

外
観

上
の

損
傷

の
有

無
を

点
検

し
、

そ
の

結
果

を
庁

用
自

動
車

等
使

用
簿

に
記

録
す

る
こ

と
。

注
２

　
こ

の
庁

用
自

動
車

等
使

用
簿

は
、

毎
月

管
理

者
・
安

全
運

転
管

理
者

の
供

覧
に

付
す

こ
と

。

オ
イ

ル

登
録

番
号

庁
　

用
　

自
　

動
　

車
　

等
　

使
　

用
　

簿

使
　

　
用

　
　

日
　

　
時

運
 　

転
 　

者
 　

名
行

　
　

　
　

　
　

先
用

　
　

　
　

　
務

外
  観

  上
  の

  損
  傷

  の
  有

  無
累

計
メ

ー
タ

ー
燃

　
　

料
　

　
等

時

有
　

　
　

・
　

　
　

無

　
　
　
　
　
　
↓

ガ
ソ

リ
ン

燃
 料

 残
 量

（
軽

油
）

同
 　

乗
 　

者
 　

名
（
　

市
　

町
　

村
　

名
　

）
走

行
距

離
給

　
　

油
　

　
量

券
N

o
.

ℓ
　

時
分

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

日
㎞

　

分日
有

　
　

　
・
　

　
　

無
㎞

　
券

N
o
.

ℓ
　

　
　
　
　
　
　
↓

時
分

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

時
分

時
分

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

時
分 日

㎞
　

券
N

o
.

券
N

o
.

ℓ
　ℓ　

日
㎞

　

時
分

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

時
分

　
　
　
　
　
　
↓

ℓ　

時
分

㎞
　

券
N

o
.

ℓ
　

時
分

管
理

者
点

検
記

入
欄

有
　

　
　

・
　

　
　

無

　
　
　
　
　
　
↓有

　
　

　
・
　

　
　

無

　
　
　
　
　
　
↓有

　
　

　
・
　

　
　

無

日
㎞

　
券

N
o
.



平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日

五

大
分
県
報
（
訓
令
甲
・
公
告
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

臼
杵
都
市
計
画
地
区
計
画　

下
北
地
区
計
画
（
臼
杵
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
二
千
十
六
番
一
ほ
か
五
十
二
筆
及
び
二
千
十
二
番
六
地
先
水
路

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

一
万
五
千
五
百
五
十
一
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
十
一
番
五
十
九
号

　
　
　

社
会
医
療
法
人
長
門
莫
記
念
会　

長
門
記
念
病
院

　
　
　
　

理
事
長　

長　

門　
　
　

仁

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日


